
126 Migration Policy Review 2022 Vol. 14

キーワード：元技能実習生，技能移転，ベトナム

技能実習制度が施行されて30 年が経とうとしている。制度の根幹とされる技能移転，人材育成

による国際貢献についての検証は十分ではなく，帰国した技能実習生については一部の報告がある

にすぎない。そこで，技能実習生最多の送り出し国であるベトナムに焦点を当て，帰国後の技能移

転に係る調査を行い，技能実習生はどのような技能によってその後のキャリアを歩んでいるのかを

追究した。その結果，技能実習時の日本人との人間関係や日本語習得に加え，労働に対する価値観

や規範意識の醸成が労働現場で役立っていることがわかり，帰国後のキャリアを支えることが判明

した。職業固有の技能が役立った事例は少なく，技能実習生が習得する技能は当人と社会との関わ

りの中で捉えていく必要があると考える。また，この広義の技能を提起するにあたり，帰国前研修

の必要性に言及し，教育を念頭とした制度への転成と深化の重要性について述べる。

１　はじめに

外国人技能実習制度（以下，制度）が １９９３ 年に制定されてからおよそ ３０ 年の時が経とうとしてい

る。この間，日本の雇用労働市場は大きな変革を遂げ，グローバル化の進行や業務の個人化が進ん

で終身雇用が崩れ，労働集約的な産業における企業内労働市場は大幅に縮小していった。そのよう

な状況にもかかわらず労働力人口の減少が上回り，労働集約的な分野を中心に人手不足が深刻化し，

外国人労働者の受け入れ拡大は推し進められていった。特に，還流人材として定着したのが外国人

技能実習生（以下， 実習生）を受け入れる政策である。

制度に基づく様々な研究には，経済学，社会学，法学など分野横断的な研究が積み重ねられてお

り，多くの課題が呈されている。制度はこれまでに何度か改善されながら国会でも議論の俎上に載

せられてきた。しかし，一般市民の間に浸透しているのは，実習生が置かれた労働環境や人権侵害

問題であり，近年でもそれらを追究する多くの文献がみられている（巣内，２０１９；指宿，２０２０；岩下，

２０２１）。実習生を起用する中小企業の労働環境の改善は急務とされながらも，そのような体力のない

企業が数多いのが実情とされる ＊１。
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２０２０ 年末の在留外国人の構成比をみると，約 ２８８ 万人の在留外国人数のうち，永住者の次に実習

生があがる。現在もおよそ ４０ 万人もの実習生が全国各地で就業する。国別にみると過半数がベト

ナム人で，この数年で日本の外国人労働者の圧倒的多数を占めるようになり，中国，フィリピンが

後に続く（出入国在留管理庁，２０２０）。実習生受け入れに関しては，海外の現地法人などから受け入れ

る企業単独型が全体のわずか３％程度にとどまり，約 ９７％が団体監理型となっている（外国人技能実

習機構， ２０２０）。さらに，技能実習を行う実習実施者の半数以上が従業員数 １９ 人以下の零細企業であ

ることもわかっており，逆に従業員数 ３００ 人以上の企業における実習生の受け入れは，全体の４％

にも満たない。

実習生の受け入れについて，技能実習法第３条 ＊２ にその理念が明記される。「技能実習は，技能

等の適正な修得（一号），習熟（二号）または熟達（三号）（以下「修得等」という。）のために整備され，

かつ，実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなけれ

ばならない。技能実習は，労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」しかし，受け入

れの実情をみると労働力不足の業種に偏りがあることは明白である ＊３。実習実施企業の受け入れ理

由の筆頭に「一定数の労働者を一定期間確保できる」ことがあがっており，「国際貢献」を理由とす

る受け入れは，わずか１割にも満たない（労働政策研究・研修機構， ２０１６）。

技能試験を義務付けられる実習生の技能は，ある仕事に必要な技術的な能力と解釈される。職業

上培うことのできる能力として評価され，技能移転とはこの能力を生かして母国で就業することを

意図している。外国人技能実習機構（以下，機構）が発表する「帰国後技能実習生フォローアップ

調査」＊４ では，技能が役立ったことが高く評価され，帰国後に実習時と同種の仕事に従事している

という回答が多いことから，制度は一定の成果をあげていると考えられている。しかし，筆者をは

じめ先行研究における元実習生の聞き取り調査では，技能は役立っていないことが報告されている。

機構の調査には改善の余地があると考え，元実習生の帰国後就労状況の把握の方法に言及し制度が

目指す技能について提議する。

本稿では，帰国後の実習生を訪ねて実施したインタビュー結果を示し，技能移転の実情と実習生

の帰国後及び実習修了後の姿を報告する。現在最も送り出しの多いベトナム人実習生に焦点を当て

た調査の結果から，元実習生が日本で何を学び，どのような技能を持ち帰ってキャリアを築いてい

るのかを明示し，日本で修得する技能を広義で捉える必要性について考察する。制度の理念が建前

であることは公然たる事実となっている（佐藤， ２００９）が，技能の捉え方を改め理念が生かされる

制度が実現することは，受け入れ国，送り出し両国間の絆を深め，経済発展にも役立つと思われる。

そこで，人材育成と国際貢献に基づいた制度はどうあるべきかについて述べることを本稿の目的と

する。

２　先行研究

特定の外国人に関するキャリア研究は非常に限られており，その理由としては，外国人労働者

数が比較的少ないことや単純労働者が多く，長期にわたり技能を磨き，スキルアップを図るとする
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キャリアの概念には馴染まないといわれてきたことが背景にある。キャリアを支える技能は，広義

には経験によって身に付く人間の持つ目に見えない能力とする解釈が通例であるが，技能実習にお

いては技能検定が義務付けられているように，職業固有の技能，技術を理解し行使する能力が問わ

れている。そして，制度は技能実習期間で培われた技能，技術又は知識の開発途上地域等への移転

を図り，当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としている。

これまで，制度については多角的に論じられてきたが，技能移転に関する論考は緒に就いたばか

りの段階である。

岩下（２０１８）は，帰国したインドネシア人実習生を対象として帰国後役立ったことについて調査

を実施した。その結果，職業上の技能よりも日本語習得が最も役立ったことに加え，仕事に対する

心構えやマナー，報告・連絡・相談などの労働上の価値観を学んだことが現在の職業に影響を与え

ていることを明らかにした。また，帰国後の経過年数によって職業上の地位が向上するなどの事例

があることを論じている。

西川（２０１９）は製造業で技能実習を終えて帰国したベトナム人実習生の就業選択行動や収入の調

査を行っている。製造業はベトナムでも平均収入が高いにもかかわらず，元実習生の半数以上が非

製造業を選択し，相対的に低収入業種を選択していることを明らかにした。そして，製造業選択者

には職業訓練校や短期大学での教育を受けた人が多いことを突き止めている。さらに，現地日系企

業では実習生の技能が評価されておらず，学歴に左右された採用があることも指摘する。ただし，

この調査は１送り出し機関を通じて実施されたことにより，調査対象が日本の首都圏に派遣された

男性への偏りがあるとする。

また，宮谷（２０２０）は，ベトナムで日本語教育調査を実施し，日本語教師の８割近くが元実習生

であったことに言及し，彼らの職業に対する意識調査を提示する。元実習生は，日本語を使う仕事

の選択肢の一つとして日本語教師を捉えており，キャリアの通過点とする人が半数以上になること

をあげている。元実習生にとって，技能実習の技能は帰国後の就業に役立たないことが示され，筆

者の調査と一致する。一方，日本語教師の調査に限定されており，キャリア形成の一通過点として

の試みにとどまっている。

近藤（２０２０）は，制度を利用する企業が疲弊していることに着目し，実習生が従事する業務は単

純労働で，帰国後のキャリア形成に足りえるものではないとする。実習生にとって評価されるキャ

リアとは何かを追求するには，実習実施企業の意識が変わらなければならないという。近藤は，評

価されるキャリアを「日本企業のオペレーションへの理解と日本語能力」だと述べている。

Ratnayake and De Silva（２０２０）は，制度がアジアの貧困削減に貢献しているかを明らかにする

ために，ベトナムなどで実習生の帰国後調査を行い，この調査結果を深く分析するためにアパレル

企業１社を軸に聞き取り調査を実施している。対象企業はベトナムに合弁会社を設立し，技能移転

の土壌を早期から準備していた。しかし，この企業で技能実習を終えて帰国した １１１ 名のうち，ベ

トナム合弁会社に勤務していたのはたった３人であった。大多数が日本で学んだ技能とは全く無関

係の職業に従事していることが判明した。技能実習では，目標を立てて遂行するスキル，語学力，

社会的価値と労働倫理について学んだことを大きな資産と捉え，これらが元実習生の貧困脱却に貢
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献していると結論付ける。

上記先行研究から技能を生かして就業する元実習生は少ないことがわかる。これらの研究では特

定の送り出し機関，日本語学校，企業などを基にした就業状況に言及しており，限定的な調査にと

どまる。２０２１ 年１月時点で ８３ 職種が技能実習対象として認められていることを考慮し，本稿では

特定の業種や団体によらず調査対象を設定したことで，より広範な元実習生の姿を捉えることがで

きている。また，渡日時期によって元実習生を類型化したものはこれまでの研究では見当たらない。

本研究が時間軸で類型化した元実習生の行動変容から，技能実習によるキャリア形成過程を捉える

ことができる。

機構が実施した ２０１９ 年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」によると，技能実習で学ん

だことが役立ったという回答は ９６％を記録する。この調査は，帰国後数か月以内の元実習生を対象

に，監理団体及び企業単独型実習実施者を通じてオンラインまたは郵送形式で実施される多選択式

アンケート調査である。複数回答での技能実習効果を問う設問に，「習得した技能」が最も役立った

と回答する者が ７７．１％，次いで「日本語能力」（６８．１％），「日本での生活経験」（６５．４％），「職場の規

律」（６５．３％），「仕事に対する意識」（６４．７％），「お金」（６３．２％）と続く。また，帰国後の就職状況で

は，就業中，あるいは就業先が決まっている，起業したという回答は ４３．６％で，そのうち約７割が

実習と同じ仕事もしくは同種の仕事となっている。すなわち有効回答のおよそ３割の ２０００ 人を超

える人が技能移転に貢献していることになる。しかし，これまでの先行研究で技能移転に繫がる事

例はそれぞれ数％にすぎず，筆者の調査においても ７２ 名中技能移転といえる事例はわずか２名で

ある。

機構の調査は実施時期が帰国直後で，実習生にとって新たなスタートの準備期間中に当たる。ま

た，未就労者が約４割いる中，技能が役立ったとする回答が８割近くにのぼることについての不整

合もみられる。元実習生の意図する技能が，制度上における技能と一致していない可能性もある。

また，技能実習１号の帰国者に同じ職種での就業率が高いことから，企業単独型の実習生の回答率

が高いと推定される。国別にみると最も送り出しの多いベトナムの就職状況が低いこともわかる。

一定の成果を測るためには次のような改善点が必要だと考える。団体監理型と企業単独型実習生の

区分集計，実習中の職種と帰国後の職種の明確な記述，さらには職種に応じて技能を明確に記した

技能移転の有無を測る調査を実施することである。そして，調査時期であるが帰国後半年以上の期

間をおいて行うことが，制度を顧みるためには有効だと思われる。

機構は新たに「帰国後技能実習生に対する支援実態調査」を実施している。この調査は，実習生

を受け入れる監理団体及び企業単独型実習実施者において，元実習生の就職状況，就職や技能移転

に係る支援の実態や実習生の技能等の修得の実態を明らかにすることを目的として行われたもので

ある。調査対象 ２７０８ 団体のうち回収率が ９４．４％となっており，有効回答数は高い。これは監理団

体の許可に関する調査を司る上部組織からの調査依頼であることから考えると当然のことといえる。

この報告によると，元実習生の技能移転を進める支援を行った監理団体は ７４．３％で，支援内容は

「日本での技能実習の修了証明や在職証明書の発行」「帰国後の就職の案内や推薦」「およびその相談」

となっている。また「元実習生が技能実習と同じ仕事をしている」と回答する団体が ４４．３％，「同
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種の仕事をしている」が ２０．６％で，６割を超える元実習生が技能移転に貢献しているとする。しか

し，調査内容の詳細は明らかとなっておらず，自己評価ともいえる項目の評価基準も明らかではな

いため，調査の信頼性に疑問が残る。例えば，支援内容の筆頭にある「技能実習の修了証明や在職

証明書の発行」は支援というより業務に近いのではないだろうか。帰国後の就労支援は，何をどの

ように行ったものかは記されていない。支援の内容と評価する基準値など評価の客観性を示して提

示する必要があると思われる。

３　調　査

⑴ 調査概要

本調査は ２０１７ 年から ２０２０ 年にかけてベトナムのハノイ市及び北部省 ＊５，ホーチミン市にて，帰

国した実習生にインタビューを実施したものである。調査対象者は元実習生 ７２ 名（男性 ４８ 名，女性

２４ 名）である。ベトナム人実習生の来日急増は ２０１０ 年代半ばより始まっていることから，大多数

の長期的キャリアの構築は今後の課題といえるが，本調査では帰国後 １０ 年以上経つ方が５名，６

年以上 １０ 年未満の方が １６ 名含まれる ＊６。また，ＣＯＶＩＤ－１９ のため帰国困難となり特定活動に移

行した８名，技能実習３号を修了し特定技能に移行した３名を含む。

調査対象者は，国内で働く実習生からの紹介，政府認可を得た送り出し機関の協力，現地在住の

日本人の協力を得て接触した。送り出し機関の協力が大きく，被調査者に偏りがあることは否定で

きないが，７２ 名という一定数の元実習生に直接対面し，また，特定の業種や企業に偏らず広範囲に

わたって調査したものはこれまでの研究では見当たらないことから，帰国後調査として一定の価値

を有しているといえる。

⑵ 調査方法

調査方法は，半構造化面接でのインタビュー形式を用いた。１人当たりの面談の平均時間は約１

時間半である。面談は，Ｎ３＊７ 以上の日本語能力を持つ調査者には平易な日本語にて実施し，その

他は通訳を介して聞き取りを行った。面談の記録は調査対象者の了解を得てビデオに録画し，その

後逐語記録を収集した。

調査主要項目は，以下のとおりである。

① 技能実習の応募動機

② 日本での実習時期と場所及び実習した業務内容

③ 技能実習期間中の生活や労働環境

④ 技能実習期間中を通じての学び

⑤ 帰国後，役に立った技能と就労経緯

⑥ 帰国後の就業に関する状況や生活環境の変化
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⑶ 調査結果

調査対象査 ７２ 名の帰国後の状況について ２０２０ 年末を基軸として，４つの時間軸で捉えて分類す

る。２０１１ 年までの帰国，２０１６ 年までの帰国，２０１９ 年までの帰国，２０２０ 年末までの帰国または在留

資格の変更の４区分である（表１）。

調査対象者の約９割が帰国後役立ったこととして日本語をあげる（複数回答）。これは帰国後の職

業とも大きくリンクしていると思われる。日本語教師が ３１ 名，送り出し機関従業員（営業や管理人

など）が １０ 名いた。日本語の次に，日本人の働き方―真面目さや厳しさなど―をあげる方が ５０

名，日本文化やマナーをあげる方が ４５ 名で，実習中の技能と答えた方は６名だった。就業選択は

収入の多寡が決め手となるため，日本語教師や送り出し機関の仕事は比較的収入が高いことから選

好されている。一方，技能実習の仕事は単純労働だったため役立たないこと，収入が低いこと，同

表１　調査対象者の実習中と技能実習修了後の職種・役立ったこと
帰国／修了時期 実習中の職種 技能実習修了後の職種 役立ったこと（複数回答）

2011 年末までに帰国 5 名（男 3 女 2）
プラ成形 2 A
機械金属 2 B
繊維 1

・日本語教師 2
・通訳・コンサルティグ

→日系企業副社長 1
・観光ガイド・通訳他→起業 1
・警備員→送り出し機関営業 1

日本語
日本人の真面目さ・厳しさ
日本文化とマナー
系統立てた仕事のやり方
将来への目標を持つこと
お金
実習中の技能
その他

5
5
5
3
3
3
1
1

2016 年末までに帰国 16 名（男 12 女 4）
機械金属 5 C
機械検査 2 D
プラ成形 2
工業包装 1・印刷 1
電子組み立て 1
製紙 1・水産加工 1
食品 1・建設型枠 1

・日本語教師 11
・自動車修理→

送り出し機関管理人 1
・送り出し機関営業 1
・ホテル 1
・送り出し機関教育部→日系企業 1
・留学斡旋業→就活中 1

日本語
日本人の真面目さ・厳しさ
お金
系統立てた仕事のやり方
日本文化とマナー
将来への目標を持つこと
その他
実習中の技能

16
12
12
11
10
7
3
1

2019 年末までに帰国 35 名（男 21 女 14）
建設 7
カキ養殖 6 E
溶接 5
食品加工 5
農業 3
機械金属 2・縫製 2
水産加工 2 F
機械検査 1・家具 1
電子組み立て 1

・日本語教師 17
・送り出し機関営業 3 →

配偶者ビザで再渡日 1
・送り出し機関管理人 4
・起業 2
・ヨガ講師 1・看護師 1
・化粧品販売 1
・タクシー運転手 1
・日系企業 1・ホテル 1
・銀行員 1・小売業 1
・無職 1（主婦）

日本語
日本人の真面目さ・厳しさ
日本文化とマナー
お金
系統立てた仕事のやり方
将来への目標を持つこと
その他
実習中の技能

31
22
22
15
11
5
3
1

2020 年末までに帰国
または在留資格の変
更など

16 名（男 12 女 4）
建設 7（特定技能 2）G
機械金属 5
食品加工 1
農業 1・縫製 1
カキ養殖 1

・特定活動 8（変更前建設 4, 製造 3,
農業 1）

・特定技能 3（建設 2・飲食 1）
・無職 3（主婦 2・就活中 1）
・農業 1
・日本語教師 1

日本語
日本人の真面目さ・厳しさ
日本文化とマナー
お金
系統立てた仕事のやり方
将来への目標を持つこと
実習中の技能
その他

10
11
8
6
5
4
3
3

出典：筆者作成
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様の仕事がないこと，やりたい仕事ではないこと，近隣に通える職場がないことなどから忌避され

る結果となった。技能実習時と同様の職業に従事していたのは製造業の２名だった。２名とも短大

卒以上で，西川（２０１９）が述べるように学歴が左右する側面も窺える。次節のＡとＣに当たる。

また，５年間の技能実習後に特定技能への移行者が３名いた。２名は建設業の継続で同じ県内の

建設会社に移行し，１名はカキ養殖業から飲食業の試験に合格して再スタートを切った。３名とも

将来的に定住を視野に入れているという。

調査対象者の中には，妊娠による帰国者が１名，失踪後の帰国者が３名含まれる。暴力や暴行が

あったことや給与の不払い，妊娠告知の翌日から仕事をさせてもらえなかったことが語られ，制度

を悪用する実習実施者が一定数存在する可能性を裏付けた。また，COVID－１９ などの影響を受け，

２０２０ 年末の時点で特定活動に移行した者が８名含まれる。一方，制度を好意的に捉えている方の特

徴として日本語能力が高いことがわかり，実習実施者が実習生と積極的に関わろうとする姿勢や日

本語学習への理解がよい影響を与えていることが明示された。また，地域日本語教室へのアクセス

の良さやコミュニティの受け入れ態勢などが元実習生の日本語力を高め，キャリアを豊かにしてい

ることも判明した。

実習生の責務として技能実習法第６条に「技能実習生は，技能実習に専念して技能等の修得等を

し，本国への技能等の移転に努めなければなりません」と定められているが，元実習生は技能実習

を出稼ぎと捉えており，この条項を理解し意識している人はいなかった。主役であるはずの実習生

に制度の理念は浸透しておらず，主役に寄り添った制度の運用に至っていないことがわかる。元実

習生にとって，技能実習への参加はよりよい生活を目指す勤労体験として位置づけられ，他国と比

較して入国しやすいことが日本を選んだ理由として述べられることが多かった。次節で，実際の実

習生の語りを紹介する。

⑷ 実習生の事例紹介

以下に７名の実習生のインタビュー内容を抜粋して紹介する。技能実習時の職種や現在の職種が

偏らないよう ２０１９ 年末までの帰国者から２名ずつ選び，それ以降は特定技能に変更した１名と農

村でのインタビューについて報告する。

Ａの事例）私は，プラスチック成形（以下，プラ成形）の仕事をしました。１年目は研修費が月

６万円 ＊８ で生活は大変でしたが，職場の人は親切でした。仕事は覚えると簡単で，一番大変

だったのは日本語でした。帰国後，実習先から関連企業を紹介されて就職しました。日本語

力を生かして日本企業のベトナム進出を手伝う仕事でした。技能実習の技能は何を指すのかよ

くわかりません。私は日本人の真面目な働き方や周りをみて動くことを学びました。帰国後は，

日系企業で日本語は上達し，管理職にまで昇進しました。その後，取引先の日系企業に転職し，

ベトナム支社副社長になりました。私がいた頃は，まだ実習生が少ない時期で周りは日本人ば

かりだったので，生活のために日本語は必要でした。日本語を勉強したことが今につながって

います。日本に行ってよかったと思います。今の職場には元実習生の若者が働きに来ますが，
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日本語はほとんど話せない人が多くて驚いています。自分の子どもには今英語を学ばせていて，

欧米に留学させたいと思っています。時代の流れかな，と思います。

Ａは技能について，プラ成形に係る技術よりも日本語や働き方など広義に解釈できるものだとす

る。帰国後，関連の職種に就職したが，あくまでも日本語を使うことが主であったこと，日本の働

き方を理解していることが重要であったと述べる。仕事に対する熱心な姿勢はベトナム人にはない

ものだとして，Ａはベトナム人の教育係も求められたという。日本語が日本人との連携には欠かせ

ず，気づいたら自分は日本人から頼られる存在になり，現在のポストにいるのだと語る。当時韓国

に行った同級生などと比較しながら，自分の状況は恵まれているとして結局は努力次第だと語った。

Ｂの事例）日本に行くチャンスをもらったので，勉強して生かそうと思いました。お金を貯め

るだけでなく，将来何をしたいのか目標をもって３年間過ごさないと，帰国したら何も残りま

せん。仕事は単純作業で技術を学ぶことはなかったです。だから日本語を勉強しました。その

おかげで，帰国後は日本語の通訳や旅行ガイドを務めました。ほかの仕事より給与が高く面白

かったです。お金を貯めて，２０１８ 年に日本の製品を輸入する商社を立ち上げました。起業には

実習中お世話になった日本人からアドバイスをもらいました。日本語のおかげで人脈が広がり

ました。実習で学んだのは，一生懸命働くこと，集中して効率よく働くことです。ベトナム人

に必要なことだと思います。今は，経営者なので，経営者の気持ちもわかります。

Ｂの１年目はＡと同様，研修費６万円しか支給されない時代であった。渡日直後は孤独でつら

かったが，十分な教育のおかげで日本語の習得が早かったという。機械作業の工程は単純作業でよ

い思い出はなく，ベトナムに帰国しても低賃金の仕事になるため，別の力を身に付けないと自分の

表 2　事例紹介者の属性
技能実習時期 実習場所と職種 現在の仕事に至るまでの経緯

A 2007～2010 年 名古屋市
プラ成形

実習先の紹介により日系製造企業で通訳・コ
ンサルティング業→日系企業副社長

B 2007～2010 年 神奈川県
機械金属

通訳・観光ガイド
→起業（日系家電取扱店）

C 2011～2014 年 名古屋市
機械金属

送り出し機関教育部
→日系企業

D 2013～2016 年 岐阜県
機械検査 日本語教師

E 2015～2018 年 広島市
牡蠣養殖 送り出し機関営業職

Ｆ 2015～2018 年 千葉県
水産加工 起業（カフェ経営及びフランチャイズ業）

Ｇ 2015～2020 年 広島県
建設

技能実習 3 号修了
→特定技能建設業

出典：筆者作成
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将来は開けないと考えたと語る。送り出しの時点で，自分の目標を持って日本で働くよう教育を受

けていたことはありがたかったと述べる。３年後のことを考えながら行動するように努め，給与を

貯めて日本各地を旅行したという。日本は場所によって人の生活や言葉が違うことに驚き，生活様

式の違いをビジネスに応用できないかと考えていたという。

Ｃの事例）日本ではボランティア教室で勉強した時期もありますが，生活に慣れると日本語が

できなくても困らなくなり，勉強するのをやめました。帰国後，就活するのが面倒で，知り合

いに誘われて送り出し機関の教育部で働きました。そこで，新しい実習生が一生懸命日本語を

勉強する姿を見て，自分も一緒に勉強してＮ３を取りました。送り出し機関の仕事は，製造業

のラインの仕事より給与が高いので，多くの人がこの仕事を選んだと思います。自分もしば

らく勤務しましたが，結婚を機に地元に戻り日系企業に転職しました。送り出し機関では月給

９万円くらいまで上がっていたので，転職後月給が４万円に下がったのはきつかったです。で

も今は年に１万円くらい給与が上がっています。２０１９ 年に日本に１名派遣する研修員に選ばれ，

１年間の研修で日本に来ました。技能実習に比べて待遇もよく，給与は日本人並みで技能実習

時とは違った目で日本のことを見ることができます。

会社の日本人は実習生を見下していて互いに打ち解けることはなかったが，地域の日本語ボラン

ティアはとても親切だったとＣは語る。Ｃは，大学の紹介で技能実習に参加しており，語学試験を

要求される韓国（吹原ほか， ２０１６）を避けて日本を選んだという。しかし，実習中，学歴などは全く

考慮されず，単純作業を繰り返した日々だったと語る。Ｃは帰国後の明確な目標やビジョンがあっ

たわけではなく，流れで送り出し機関に就職した。当時，日本語のできる人材が大量に必要とされ

た送り出し側の事情もある。給与が高いので多くの元実習生が吸い寄せられるのは仕方がないとす

る。技能とは何かについて，Ｃは日本語と日本のマナーが勉強になったといい，空気を読むことの

重要性も付け加えた。

大学を卒業しても思うような仕事に就けないことが，ベトナム人の海外就労へのプッシュ要因と

なっている。ベトナム全体の失業率が２％で推移する中，若年層の失業率は７％と高水準であるこ

とからもよくわかる（酒向， ２０１８）。また，ベトナムでは高校や大学での進学指導，キャリア教育が

十分に行われておらず，学んだことを生かせない状況が問題となっている（岡田， ２０１９）。教育の不

在は安易な海外就労に結び付いている。

Ｄの事例）看護専門学校を卒業しましたが，あまりにも給与が安くて看護師にはなりませんで

した。お金のために日本に行きました。日本で車の機械部品検査をしました。仕事は簡単です

ぐに慣れました。帰国後に同じ仕事は探していません。ベトナムに同じ仕事はないし，探す当

てもないからです。給与も低いから，あってもやらないと思います。日本語教師は他の仕事よ

り給与がいいので，Ｎ３でも雇ってもらえて嬉しかったです。日本語を勉強していてよかった

と思いました。Ｎ２を取れば給与が上がるので勉強しています。日本語のおかげで目標ができ
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ました。どうしたら皆さんの日本語が上手になるのか，自分でも勉強しています。今，結婚し

て子どもが２人いるので，子どものためにも仕事を続けていきたいです。

Ｄは看護師を目指したが日本で機械部品検査をし，帰国後に日本語教師となっている。職業選択

に一貫性はなく技能実習と同じ仕事に従事することは考えもしていない。Ｄにとっては日本語が自

分の得た技能であり，今後の目標となっていることが窺える。

Ｅの事例）私は広島県でカキ養殖をしました。冬は朝早くから長時間働くので，とてもつらい

ものでした。辞めたいと思ったこともあります。でも，家族のために頑張りました。この仕事

はベトナムにないので，日本に行ってから先輩がやるのを見ながら学びました。技能など役立

つことはありません。カキ養殖は失踪者が多かったです。冬は残業も多くて給与は高いですが，

夏は仕事がなくて７月の給与は５万円くらいしかなかったこともあります。それでも，私は３

年間頑張って両親に送金し，喜んでもらえたので満足しています。私は日本語を一生懸命勉強

しました。日本語作文コンテストで表彰されたこともあります。日本人と話をしたかったから

勉強したのですが，将来役に立つと思ったからです。今は送り出し機関の営業職をしています。

日本語教師よりも日本語力が必要で，日本のお客さんの案内や事業所の紹介などをしています。

仕事は大変だけど多くのお客さんと出会い，学びがあるのでいい勉強になっています。給与も

日本語教師より高いです。いつか起業したいので，今はお金を貯めたいと思います。

Ｅの仕事は，ベトナムでは一部地域で小規模に行われているにすぎず，労働力の需要は多くない。

Ｅが帰国後役立たないと吐露するのも無理はない。筆者が広島県内でカキ養殖業の実習生の聞き取

りを実施したところ，カキ養殖業を希望して来日した実習生はいなかった。この仕事なら日本に早

く行けるから，あるいは他の職種の面接に落ちたから，という理由でカキ養殖を選択していた。一

方，広島のカキ養殖業従事者の約８割が実習生になっており，実習生なしでは事業が成り立たない

と経営者が語るほど外国人依存が高まっている。

Ｅにおいても日本語が帰国後最も役に立つ技能であり，キャリアステップにつながっている。

Ｆの事例）私は，水産加工の仕事をしました。漁船に乗ってマグロを取りに行く時はつらいこ

ともありました。海に落ちたら死ぬかもしれない恐怖や仕事の厳しさに失踪する人が多かった

です。でも，私は自分の夢をかなえるため必死に働きました。将来，自分の店を開くことが夢

でした。そのお金を稼ぐために日本に行きました。貯金して，帰国後にこのカフェを開くこと

ができました。お金がとても大事だと思います。それから，目標に向かって頑張る気持ちが大

事です。

Ｆは，渡日前から自分の夢の計画を練り，目標を掲げて技能実習に参加した。その目標がなけれ

ば，途中で挫折したかもしれないと語る。現在はハノイ中心部にカフェを開き，コーヒー店のフラ
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ンチャイズ業も始めている。日本語ができるため，日本人のお客も増えて集客に役立っているとい

う。Ｆは役立ったこととして，お金，日本語，そして自分の強い心を成長させてくれたことだと話

している。

Ｇの事例）私は，広島県の建設会社で５年間働きました。日本に来るために，２００ 万円以上か

かりました。私の送り出し機関はよくないところでした。借金の返済に２年半かかりました。

何のために働いているのかわからなくなることもありましたが，両親のことを思うと失踪して

はいけないと思いました。会社の社長はお金にうるさい人で，３年目には私の方が日本人より

も多くの仕事をしていたのに，給与は低いままでした。ずっと最低賃金です。延長したのは貯

金ができていなかったからです。３号になって貯金して両親に仕送りしました。５年経った今，

私はおそらく会社の中心的な存在だと思います。でも，安い給与で実習生を馬鹿にしてきた会

社ではもう働きたくないので，特定技能では別の建設会社で働きます。帰国することも考えま

したがベトナムでは仕事がないので，日本での定住も考えています。

Ｇは送り出しの際の手数料について，一度支払ってしまったら後戻りができないと語る。紹介者

ごとに手数料を取られ，気が付いたら借金が膨れ上がっていたという。日本語は独学で学び，現在

は実習生の通訳もこなす。実習生が過酷な状況に置かれていることをニュースで見聞して胸を痛め，

ネット上で支援者を紹介するボランティアを行っている。日本で学んだ技能は日本語と日本人の働

き方だといい，建設の技能はベトナムでは役立たないという。Ｇはホーチミン出身で，常夏の気候

に日本の建築方法は合わないと一蹴した。Ｇは特定技能 ＊９ に変更して改めて制度を見つめ，この制

度は送り出し機関と監理団体があるのがよくない，と言い切る。自分たちを同じ人間として扱って

くれない制度だとも述べていた。

一時的に農業に従事する元実習生について紹介する。ヴィンフック省，バクザン省での取材で接

触し，彼らは表１の ２０２０ 年末までの時間軸に包含される。帰国後，実家に戻り親の仕事を手伝い

ながら子育てする女性は，技能実習を遠い思い出のように語った。帰国後数年しか経っていないが，

何も残っていないと答えた。家族への仕送りで３年間はあっという間に過ぎていたそうだ。現在も

求職中で実家の農業を手伝う男性は，「本当はもっとお金になる仕事をしたいが，特別なスキルがな

いので仕事が見つからない」と述べ，日本語を勉強しなかったことを悔やんでいた。同期の元実習

生が送り出し機関で働いているのを聞き，うらやましいと語る。日本で学んだのは，日本の文化と

真面目に働くこと，と答えた。両者とも日本語はほとんど話せなかった。

⑸ 考　察

単純作業の反復する実習現場があることは事実で，実習生が期待したような技術が習得できな

い状況がある。帰国後の収入増を描く実習生にとっては，思うような将来を見通せないことになる。

現制度では３年の技能実習をもって一定の職能が身に付くとされ，技能検定はそれを裏付ける。帰

国後に最も役立ったとされる日本語については検定要件や能力は定められていない。
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調査では一定の日本語能力を習得した結果，元実習生の多くが送り出し機関で就業する傾向がみ

られている。これは日本での就労を希望する人材が豊富な時期には続くと考えられる。一方，送り

出し機関にはよい感情を持っていないが高収入に引き寄せられたという実習生側の矛盾を含み，な

ぜ高収入なのかまで考えるには至っていない。背景には，同種の職種の不在や学歴の優先，実習時

の職種が低収入であるなどの理由があがっており，解決すべき課題であると考えられる。送り出し

機関での就業は大きく２通りに分かれる。ＣやＥに代表されるように一時的な就業場所として捉え

るグループと，Ｄのように目標を持ち長期にキャリアを磨きたいと考えるグループである。前者は

その後の職業変化がＣのように短期的にあると考えられる。後者は日本語教師に多い。また，その

他には実習と関連のない多様な就業傾向がみられており，労働集約的な仕事ではなくサービス業を

選択する傾向が強い。技能実習の仕事そのものや仕事の与えられ方に魅力がないことも示唆される。

制度は一体誰のためにあるのだろうか。人材育成は実習生のためであり，国際貢献は実習生の母

国を念頭に置いているのは間違いない。しかし，制度は主として日本企業の人材不足を補い存続を

図るために利用され，途上国発展を展望した運用は決して多くはない。

制度を今後も継続していくのであれば，制度が標榜する人材育成が実情に即していないことに鑑

み，帰国後の実態から技能とは何かを再定義し，人材育成プログラムを再考することが必要ではな

いだろうか。

帰国後の実情には逆カルチャーショックについて考慮することも必要である。海外留学や就労に

よる異文化葛藤の経験については多くの研究が蓄積されているが，帰国後の逆カルチャーショック

については意外に知られていない。Blackら（１９９９）の海外派遣者の帰任前後の異文化適応力に係る

研究では，日本人の約 ８０％に帰任前より帰任後の異文化適応の方が困難であることが示されている。

中村（２００６）は，帰任後の最良の帰任者定着策として，海外経験を高く評価する組織づくりやイン

センティブ付与が重要であることを指摘する。

帰国後に起こる期待感の喪失は就労意欲をそぐことにつながり，帰国前の失踪の原因ともなって

いることに目を向け（法務省， ２０１９），帰国前研修の設定，帰国後の企業とのマッチング支援や若年層

の雇用対策についても積極的に支援していくことが求められる。

４　まとめ

７２ 名のインタビュー調査を通して，実習生は職業固有の技能以上に日本語や労働価値観，日本文

化やマナーなど社会との関わりの中で形成された技能を習得したことがわかった。また，目標設定

のある者が帰国後のキャリアを充実させていることも明らかとなった。技能実習時の日本人との良

好な人間関係の構築が日本語習得につながり，帰国後も日本との関係を維持しようとする原動力に

なる事例もみられた。

帰国後，日系企業で技能実習の経験を生かす事例は，当初この制度が目指していたゴールだっ

たが，一向に進まないのはそれを推進しようとする力が働いていないことによる。この制度に関わ

る送り出し機関，監理団体，実習実施企業間の連携は浅く，さらには現地日系企業との連携も些少
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である。人材育成という大前提を掲げながら，その目標に到達する制度設計が欠けているのである。

この連携を導き制度の中で有効化させるために，技能の再定義と研修の見直しが必要ではないかと

考える。

制度は実習生を募集した時点から始まるとし，母国における事前研修から日本語教育と帰国後

の展望について見通した教育を行い，技能実習修了時の帰国前研修の実施を義務付けることを提議

する。現在行われている入国前研修は，送り出し機関によってその教育の質の差は大きく，入国時

の能力差につながっている。一定の日本語基準などを設けて入国させる措置は，教育の浸透を図り

実習中のトラブルの歯止めとなる。送り出し機関の質保証にも貢献するのではないだろうか。不十

分なコミュニケーション力で入国し労働現場で戸惑う状態は，実習生に過大なストレスと恐怖心を

与えることになるため，最低限のコミュニケーションが図れることは大切となる。国際交流基金の

実施する日本語能力試験はコミュニケーション能力には対応していないため，代替のコミュニケー

ションテストの導入などは検討課題である。なお，日本語教育は３年間を通じて監理団体と実習実

施者に義務付けると共に地域の日本語教室と連携することが考えられる。また，技能実習中にコ

ミュニケーションに基づく検定試験などの導入も検討されることが望ましい。特定技能に移行して

長期で滞在する者も増加しており，技能実習からの変更に日本語要件が課されないのは当事者の日

常生活における経験や努力を軽視することにつながる。特定技能後に定住への道が開かれているこ

とを考慮し，一定の日本語要件に言及する必要があると考える。

次に，入国前研修時の目標設定プログラムの導入について述べる。短期長期の学習目標を立て，

その目標達成のプロセスを確認しながら研修を進めていく過程のことである。最終的には技能実習

３年間の仕事や生活上の目標を立てて来日し，目標達成状況を実習生自身に記録させる。つまり，

技能を職業固有の知識や技術とする狭義から脱却し，職能に加え日本語力や自らが身に付けたい技

能を加えて広義で捉え，その技能目標を実習生自身が設定し遂行していくことに置き換える。現行

の技能実習計画は監理団体が作成して機構に提出した後，書棚に収納され実習生本人に渡されてい

るわけではない。計画を遂行する本人が知らない計画では意味がない。

帰国前研修では，十分な時間を取って入国時に立てた目標の達成状況を確認し，帰国後の就業相

談や目標設定を行うための時間を設置することが求められる。この研修は監理団体と実習実施者双

方によって実施され，送り出し機関との連携を図るとさらに徹底する。人材育成とは本来こうした

プログラムが導入されているべきではないだろうか。この制度の中心に当事者である実習生を置き，

彼らの成長をバックアップする形をとる。

制度を通して実習生の人材育成に取り組む過程は多大な労力を必要とする。目先の利益に奔走す

る団体にとっては，時間や先行投資を必要とする教育への注力は敬遠されるかもしれないが，本来

の人材育成の形とはどうあるべきかを見直し，将来を見据えた相互交流にまで意識を傾けることが

望まれる。

ベトナムの就労環境が若年層にとって危機的であることは，帰国後の展望が描けない実習生に

とって大きな憂いとなり，帰国前の失踪を誘発する現状がある。現地日系企業との連携や研修など

による帰国後の展望を見据えた教育と安定した就労機会の提供は，入国前研修と同等に重要だとす
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る意識改革に取り組むことは今後の課題である。また，来日する実習生の国籍にも変化がみられる

ように，受け入れ国側の社会的及び制度的な事情も刻々と変化しているため，変化に応じた制度改

革も必要となる。これについては今後の課題とし別稿に譲る。

日本が強みとする教育をこの制度に生かすことには大きなメリットがあり，送り出し国にも日本

にとっても制度を利用する大きな活路となる。ただし，送り出し時点における教育に日本側がどれ

だけ介入できるかは未知数であり，お金ではなく教育によって実習生の未来を変える，という言葉

がどれだけ現実の若者を動かすかといえば困難を伴うことは想像に難くない。しかし，家を建てた

りモノを購入したりする成功例ではなく，キャリア形成の成功例をより充実させて送り出しに働き

かけることは，今からでも遅くはないだろう。実習生のキャリア教育が進むことによって日本が受

ける恩恵も大きいと思われる。

本論文は，科研費助成（基盤Ｃ，課題番号 １９K02152，「技能実習生制度の入口及び出口政策のグランドデザイ
ン」代表：岩下康子）を受けた研究成果の一部である。

＊１ ＮＨＫ「ノーナレ」報道やテレビ東京「ガイアの夜明け」などで，賃金すらまともに支払われない企業の問題が
クローズアップされたが，筆者の調査でも零細企業で勤務する技能実習生の手当てや労務環境は概して低い状況
がみられる。

＊２ 平成 ２８ 年（２０１６ 年）法律第 ８９ 号「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を正式
名称とする。技能実習生の技能習得と母国への技能移転による国際貢献という目的を明確化した法の制定とする。

＊３ 令和元年度（２０１９ 年）外国人技能実習機構業務統計に基づく。その他が ２４．１％，建設関連が ２０．８％，食品製
造が １８．８％，機械・金属が １６．１％と続く。その他には家具製作，印刷，製本，プラスチック成形，塗装，溶接，
工業包装，紙器・段ボール箱製造，陶磁器工業製品製造，自動車整備，ビルクリーニング，介護，リネンサプラ
イ，コンクリート製品製造，宿泊が含まれる。

＊４ 「帰国後技能実習生フォローアップ調査」は，技能実習制度に関する調査の一環として技能実習生の帰国後の実態
を明らかにし，技能実習制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料としている。令和元年度調査は，令和元
年８月から １１ 月までの間に帰国した２万 ４７８９ 人を対象に行い，有効回答数が ７０９６（２８．６％）であったと公表
する。

＊５ ハノイから約 ８０ キロの位置にあるヴィンフック省で調査を実施した。農業が盛んな省であるが，近年工業地域
の開発が進められている地域である。また，ハノイから約 １１０ キロ離れたバクザン省でも調査を行った。ライチ
などの輸出で有名な地域で，近年工業地帯が形成され，韓国のサムスンや米国アップル向けの製品などを製造し
ている。

＊６ 現地調査は ２０２０ 年２月が最後となっているが，その後，聞き取りの中で再確認したいことなどをオンラインで
継続して尋ねていることから，調査の最終時を ２０２０ 年末とする。ここから溯り，４ステージを設定した。なお，
特定技能の３名については国内調査に基づき，最終調査を ２０２１ 年５月とする。特定技能に移行する手続きに時
間がかかったことによる。

＊７ 日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する試験として，国際交流基金と日本国際教育支援協会
が実施する。一般的にＪＬＰＴと記載され，レベル別にＮ１からＮ５までに分けられる。Ｎ１（論理的に複雑な文
章や抽象度の高い文章を理解できる。自然なスピードの会話やニュースを詳細に理解することができる），Ｎ２

（日常的な場面で使われる日本語の理解に加え，幅広い場面で使われる日本語を理解できる），Ｎ３（日常的な場
面で使われる日本語をある程度理解できる）となっている。

＊８ 厚生労働省（２００７）によると，１年目は研修生とされ研修手当が支給された。その支給額は月額６～７万円未満
とされ，平均 ６．５ 万円であったことが記されている。２年目を技能実習生とし，支給金額平均は １４．３ 万円（控
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除前）であったと報告する。
＊９ ベトナムとの特定技能に係る２国間協定は，２０２１ 年２月 １５ 日より運用が開始された。在留資格認定証明書交付

申請に当たっては，ＤＯＬＡＢ（ベトナム労働・傷病兵・社会問題省の海外労働管理局）から推薦者表の承認を受
け，他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出する必要がある。また，「特定技能」への在留資格変更
許可申請は，駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受け，地方出入国在留管理官署に提出する。元技能実習
生は，技能実習２号を良好に修了したことを証明する書類を提出する必要がある。
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 For the past 30 years, Japan has used the supervising organization systems to hire interns 

for the Technical Intern Training System (Training System). Though the philosophy of the 

Training System is to teach skills to trainees in developing countries and thus contributing 

to the workforce, outcomes are not verifi ed suffi  ciently.

Therefore, the paper discusses the career planning for Technical Intern Trainees (TITs) 

after returning to their home country, focusing on Vietnamese who are the largest number 

of TITs in Japan. Also, this paper clarifi es what the skills TITs learn in Japan and what 

skills are useful for TITs in Vietnam. As a result, it was found that for TITs learning the 

Japanese language, culture, and work ethic was more infl uential in charting a career path 

than the occupational skills. Moreover, it was found that the pre-return training was eff ective 

for career planning for TITs.
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